
参考資料  
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60歳台以降の在職老齢年金制度について  

○ 賃金（ボーナス込み月収）と年金（定額部分（65歳以降に  
おける基礎年金に相当）も含む）の合計額が28万円（※1）  

を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止する。  
○ 賃金が48万円（※2）を超える場合は、賃金が増加した分  

60歳～64歳  

約90万人、約0．8兆円  
（平年度ベースの推計値）  

を  金
 
 

年
 
 

0
 
 

る
 
 平成  16年改正により、在職中に一律2割の年金を停  ＊

 
 
 止していた仕組みを廃止。  

○ 基礎年金は全穐支給するむ  

○ 賃金（ボーナス込み月収）と厚生年金（報酬比例部分）の  

合計額が48万町（※2）を上回る場合には、賃金の増加2に  

対し、年金額1を停止する。（平成12年改正で導入）  

65歳～69歳  

約20万人、約0．2兆円   
（平年度ベースの推計値）  

70歳～  

約20万人、約0．2兆円  
（平年度ベースの推計値）  

◎在職支給停止制度の年金財政への影響は、最終保険料率換箕で0．7％程度に相当。  

※1総報酬制の導入前は22万円（標準的な年金受給世帯の給付水準（夫婦の基礎年金と夫の厚生年金））だったが、総報酬制の   

導入に伴い平成16年4月から28万円となった（総報酬制導入前の額に1．3を乗じて得た額をもとにしている）。  

※2総報酬制の導入前は37万円（現役男子被保険者の平均的賃金）だったが、総報酬制の導入に伴い平成16年4月から48万   

円となった（総報酬制導入前の嶺に1．3を乗じて得た額をもとにしている）。  
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60～64歳の在職老齢年金制度  

○賃金（ボーナス込み月収）と年金（定額部分（65歳以降における基礎年金に相当）も含む）の合計  

額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止する。  
○賃金（ボーナス込み月収）が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止する。 ＊ 

平成16年改正により、在職中に一律2割の年金を停止していた仕組みを廃止。  

‾‾‾‾‾‾－－■■■■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－t・－－－－－－－－－－－－－－－ヽ  

；【支給停止額の計算例】  
I 

l  

‾ ‾  ■  ‾ ‾       ‾              －■ t■l■・・・l■ ■ ■    l ′．．■ll ．」  
：賃金と年金の合計（30万円）が28万円を超える分の賃金（30  

エ万円－28万円＝2万円）の1／2（1万円）の年金が支給停止  

；（年金額は、10万円－1万円＝9万円）  

馳 ；五巴ゝ＿年金10万円）のケユス＝全額支給僅蛙  

：賃金と年金の合計（50万円）が28万円を超える分の賃金 l ．＿＿▲  
l …（50万円－28万円＝22万円）の1／2（11万円）の年金が支給；  
；停止となり、年金は全額支給停止。 l  

：超える分の賃金（75万円－28万円＝47万円）の1／2  

！（23．5万円）の年金を支給停止。  
；さらに、48万円を超える賃金分（50万円－48万円＝2万円）  

；の年金を支給停止。  
：合計で、25・5万円が支給停止。（年金額は、27万円－25．5  

…万円＝1．5万円）  
－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－  

賃金  

（ボーナス込み月収）  

50万円 51．5万円  
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65歳以上の在職老齢年金制度  

○基礎年金は全額支給する。  

○賃金（ボーナス込み月収）と厚生年金傭酬比例部分）の合計額が48万円を上回る場合には、 賃金の増加2に対し 
、年金額（報酬比例部分）1を停止する。  

【支 ］ 十昇J】  

賃 

額 

珪 聖芳田万円を莞喜 
年  

基塾生金蛙全重量絵  
賃金 賃金  （ボーナス込み月収）  

58万円 60万円  

賃金 賃金  
38万円40万円  
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60歳台前半の在職老齢年金の受給権者の賃金分布  

0 60歳台前半の在職老齢年金の受給権者が多く属する層の賃金＊としては20万円前後  

○ このうち年金の支給停止が行われている者が多く属する層の賃金＊としては、24・25万円前後  

＊ ボーナス込み月額の推計値  
受給権者数  

120，000  

100，000  

□ 年金の全盛  
されて  

いる者  

■ 年金のこ艶  

又は全  

給停止されて  

いる者  

章 や や サ せ ¢ や や や や 掛 か 紗 ¢ ¢ ¢ ◎ ¢ ㊥ ㊤ や や賃金（ボーナス込み月額）（万円）   
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年金額別の60歳台前半の在職老齢年金の受給権者の賃金分布  

○ 年金額が低い層においては、賃金が低い者の割合が高く、年金額が高い層においては、賃金   

が高い者の割合が高くなる傾向が若干みてとれる。  

○ どの年金額においても、賃金（ボーナス込み月額）が18万円と24万円付近に、受給権者が多く   

集まっている。  

受給権者割合  

年金綾  

ー→ト0～3万円  

一一一3～6万円  

6～9万円  

－う←9～12万円  

－＃－12～15万円  

－15～18万円  

←18～21万円  

－21～24万円  

賃金（ボーナス込み   

月額）（万円）   
12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142  

ごく≡：≡更訂貫＝司式冥＝ぢ岩買手弓専等】′写手荒説茶房買至芸冨筈冨E巴ミ  
、 ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿．．＿ ＿ ＿ ＿ ■′   
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定年の引上げ、継続雇用制度の導入関係（改正高年齢者雇用安定法）  

施 行 後（平成18年4月1日から施行）   

65歳までの雇用確保の努力義務   

○ 定年の引上げ、   

○ 継続雇用制度の導入、   

○ その他（定年の定めの廃止等）  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

l  

．＿－＿＿＿．．＿－＿．＿．．＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿l  
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現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き  

続いて雇用する制度  

■■ ■■ヽ  
l  

l  

l  

】  
l  

l  

1  

1  

1  

1  

】  
l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

l  

t 定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用す  
る制度  

（雇用条件について）  

○ 雇用条件については、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、   
パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めること   

ができることとされている。  

（継続雇用制度の対象者に係る基準）  

○ 継続雇用制度については、原則として、希望者全員を対象とすることが求められるが、労   

使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準   

に該当する高年齢者を対象とする制度とすることも認められている。   
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高年齢雇用継続給付の概要  

高年齢雇用継続給付は、60歳時点からの賃金の相当の低下が、高齢者の働き続ける意欲の減退や基本  
手当、年金等の受給の安易な選択等を招き、さらに深刻な保険事故である「失業」に結びつきかねない状  

況を踏まえ、これを「失業」に準じた職業生活上の事故と捉え、雇用の継続を援助、促進するための給付  

《概念図》  
．  

l  

l  

暮  
l  

l  

：賃金額＋給付額  

60歳時点に比して賃金績が25％を超えて低下した  

状態で雇用継続する高齢者（被保険者であった期  

間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者）   

＊ 賃金が339，255円を超える場合には、支給されない。  
100％   

75％  
70．15％  60歳以後の賃金の15％（賃金と給付の合計額が60  

歳時点の賃金の70．15％を超え75％未満の場合は逓  
減した率）  

高年齢雇用継統給付（0．15W）  
l  

l  

l  

I  

l  

；  

l  

l  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

賃金額；  
l  

l  

l  

l  

l  

l  

l   

賃金（W）  
65歳に達するまでの期間  

61％  100％  

約18万人（平成19年度）  
（注）100％は60歳時点の賃金である。   
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高齢者雇用継続給付と老齢厚生年金との併給調整  

1．概要  

○ 雇用保険法による高年齢雇用継続給付と65歳未満の者に支給される老齢厚生年金については、   

① 個人に対して同一時期に支給される公的な現金給付であり、   

② 高年齢雇用継続給付は失業給付と同質の給付であること、  

などに鑑み、失業給付と老齢厚生年金との調整に準じて、調整を行うもの。  

※ 平成6年改正により導入され、平成10年4月1日より実施  

▼  

塗産  ▼  

媚．藩滞鰭  賃金′（了59る未満に低下）  

高年齢雇用継続給付  
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2．具体的な調整の仕組み  

0 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であって、かつ、雇用保険法による高年齢雇用継   

続給付を受けられる場合には、まず在職老齢年金の仕組みによる調整（※）を行う   

※ 賃金（ボーナス込み月収）と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加に対し、賃金壇飢相当の年金を支給停止。   

○ 在職老齢年金の仕組みによる調整に加えて、老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月績が60歳到達時の賃金の61％   

未満に相当する額である場合には、標準報酬月額の6％（※）を支給停止。  

※ 高年齢雇用継続給付の6／15（40醐題となる。   

（注1）高賃金者（60歳到達時の賃金の61％以上75％未満の者）については、賃金の増加に応じ、高年齢雇用継続給付の給付率を15％から徐々に減少させることとしてい   
ることから、老齢厚生年金における調整率もこれに合わせ、標準報酬月額の6％から一定割合で逓減するよう定められた率を乗じて得た額を支給停止。   

（注2）標準報酬月績と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から標準報酬月額を減じた額lこ6／15を乗じた嶺を支給停止。  

○ 上記の支給停止額が、在職老齢年金の仕組みによる調整後の年金額を超える場合には、年金は全額支給停止。  

（参考）高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整者 約18万人（平成19年3月末時点） 出典：「社会保険事業状況」（社会保険庁）  

26   




